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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，

日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出，日本工業標準調査会の審議等の手続は，不正競争防止法

等の一部を改正する法律附則第 9 条により，産業標準化法第 12 条第 1 項の申出，日本産業標準

調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 
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日本産業規格          JIS 
 X 33003：2019 
 (ISO/IEC 33003：2015) 

情報技術－プロセスアセスメント－ 

プロセス測定フレームワークに対する要求事項 

Information technology-Process assessment- 

Requirements for process measurement frameworks 

 
序文 

この規格は，2015 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 33003 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，プロセス能力のアセスメントに使用するプロセス測定フレームワークの要求事項について

規定する。この規格が定義する要求事項は，次による。 

a) プロセスアセスメントに関連するプロセス測定フレームワークのための要求事項を確立する。 

b) プロセスアセスメントに使用するプロセス測定フレームワークの妥当性確認のための要求事項を確立

する。 

c) 複数の分野にわたって合成の測定量を策定するプロセス測定フレームワークに適用できる要求事項を

確立する。 

この規格は，全ての適用分野のプロセス品質特性のためのプロセス測定フレームワーク策定に，適用で

きる。 

附属書 A では，この規格で使用されている用語間の関係を示す。附属書 B では，構成概念仕様を説明し

ている。附属書 C では，統計的な妥当性確認の方法を説明している。附属書 D では，参考文献を含めて，

プロセス測定フレームワークの要求事項を実行するための幾つかの方法を提供している。これらの附属書

は，規格一式の一部として策定するプロセス測定フレームワークを構築するためのガイドになる。 

注記 1 この規格は，ソフトウェア又は情報分野が対象である。 

注記 2 JIS X 33020 は，この規格に基づいたプロセス能力のアセスメントのためのプロセス測定フレ

ームワークである。 

注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 33003:2015 ， Information technology－Process assessment－Requirements for process 

measurement frameworks（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

 


